
みんなあつまれ！

わーくる だより地域図書室
新着図書や蔵書は「蔵書検索シ
ステム」からどうぞ。QRコードか
らのアクセスはこちらから➡
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被災家屋の固定資産評価を見直しています

定額減税補足給付金
申請期限は９月１３日㈮

昨年７月の大雨により被災した住宅が現時点におい
て未修繕である場合、被災区分に応じて、家屋の固定
資産評価を見直しています。

▼対 象 者
　・�被災家屋の所有者（共有物である場合は、その持
ち分を有する方を含む)

　・��被災家屋の所有者に相続があった場合は、その相
続人

▼被災家屋要件
　�令和５年７月の大雨により浸水被害があった家屋
（附属家を除く）

▼申請方法
　�報告書、被災家屋の現状写真、罹災証明書の写しを
町税務課に提出してください。

▼申請期限　11月29日㈮
※�詳細、様式などは右のQRコードから町HP
をご覧ください。

問�町税務課（☎852・5144）

　９月13日㈮まで定額減税補足給
付金（調整給付金）の申請を受け付
けています。対象の方には７月中に
確認書を発送していますので、未申
請の方は、期日までの提出をお願い
します。
　申請期限までに提出がない場合
は、給付金の受け取りを辞退したと
みなされますのでご注意ください。

問�町税務課（☎852・5144）

町内活動団体の新たな取り組みを応援します

皆さんの地域の環境整備を支援します

企業版ふるさと納税を募集しています

【
過
去
の
活
用
事
例
】

町では「五城目町まちづくり活動チャレンジ支援事
業補助金」により、町民の皆さんが互いに協力して行う、
地域の課題解決や魅力普及のために取り組む社会貢献
活動を支援しています。活用をご検討の方は、町まち
づくり課へご相談ください。
▶対象団体
　�五城目町内に事務所があり町内で活動している、５

名以上の構成員で組織された団体
▶対象事業
　�五城目町内で実施される、団体が新たに取り組む公
益的・社会貢献的な事業

▶補 助 額　100,000円（補助率：10分の10）

▪申・問�町まちづくり課（☎852・5342）

町では、町民の皆さんに行っていただく、地域の道
路や公園、施設などの環境整備に係る業務を支援して
います。
▶対象団体　五城目町内で活動する団体
▶対象業務　�町内の公共物（路線・側溝・街路樹・公

園・河川など）の維持管理
▶委 託 料　上限30,000円
※�業務に係る消耗品や機器使用料のほか、一定割合
であれば食糧費も委託料対象となります。

【今年度の実施団体（８月28日現在）】
⃝道路維持管理　　・小川口の会

⃝�町道沿線の草刈り、清掃など
�　・上山内町内会
　・上高崎町内会
　・黒土シルバークラブ
　・下山内町内会
　・富田千寿会
　・平ノ下町内会
　・水沢町内会
　・森山不動明王を守る会
　・門前町内会

▪申・問�町まちづくり課（☎852・5361）

町では、地域活性化支援センター（通称：ババメベー
ス）の運営や学校給食費の無償化、教育留学事業など
の地方創生事業に企業様からのご寄附を活用できるよ
う、「企業版ふるさと納税（地方創生応援税制）」によ
る寄附を募集しています。
寄附募集額は総額で1,200万円です。寄附のご相談
は、町まちづくり課（☎852・5361）までご連絡く
ださい。

⃝１回当たり10万円以上の寄附が対象となります。
⃝�寄附を行うことの代償として、経済的な利益を受け
取ることは禁止されています。
⃝�本社が所在する地方公共団体への寄附は、地方創生
応援税制制度の対象となりません。

※�詳細は、右のQRコードから町HPをご覧く
ださい。

わーくる
開室時間

▼平　　日　午前10時30分～午後６時30分

▼土日祝日　午前９時～午後５時

▼休 室 日　�毎週火曜日（祝日関係なく）、毎月第３木曜日
問�地域図書室「わーくる」（☎838・1162）

わーくるでは、七夕に自
分の読みたい本を短冊に書
いて笹に飾る【�星に願いを�
～織姫と彦星に、読みたい
本を伝えよう�】のコーナー
を設置しました。
この度、お願いした本が
一部届きましたの
で、ぜひご来室く
ださい。
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あなたの好きな【推し本】の魅力を語ろう‼
マンガ・趣味本・アイドル雑誌でもOK‼

【日時】10月５日㈯�午後２時～午後３時

参加賞もご用意しています‼七夕にお願いした
本が届きました

昨年７月に発生した大雨災
害をふまえ、町では、株式会
社秋田ケーブルテレビと共同
でIoT技術を用いた河川などの
監視に関する実証実験を開始
します。
※�Internet�of�Things＝モノのイン
ターネット。産業用機器や家電製品
などをインターネットに繋げる技術。

▶実証期間　令和６年８月～令和７年３月
▶実証内容　�ネットワークを介した遠隔操作ができる「IPカメラ」を

町内３か所に設置し、河川の水位や積雪量などを監視

８月19日、株式会社秋田ケーブルテレビと
「IoT実証実験実施に関する覚書締結式」を
行いました

IoT※ 技術を活用した
防災に関する実証実験を開始開始

町道の草刈り作業の様子

消耗品費や燃料費のほか、
食糧費も対象

年　度 団　　体 事　業　内　容

令和元年

内川地区町内会長会 冬の新たな風物詩創造事業
こどもでんでん社 こども落語会
矢場崎町内会 矢場崎町内会買物タクシー運行事業
五城目朝市わくわく盛り上げ隊 わくわく暮らす「わくらす」

令和２年

馬場目地区町内会長会 馬場目地区乗合タクシー体験乗車事業
もっと森山をもりあげ隊 森山登山道整備事業
五小イルミネーション実行委員会 五城目小学校イルミネーション設置事業
町村町内会 生活支援サポートチーム形成事業

令和３年 ボランティアグループおさがり広場 学生品等リユース事業


